
国交 太郎（証明書を申請し、所得税控除をうける方の氏名）
東京都千代田区霞が関０-０-０

東京都千代田区霞が関０-０-０ 1001番1

令和X年 ○月×日

P1 住宅ローン減税・増改築をした場合

↓ここから記入してください

登記簿上の所在地、家屋番号を
記載します。

同じ内容の工事を重複計上できません。複数の項
目に当てはまる工事があるときは、どれか１つの

選択としてください。

すべての居室のすべての窓を改修していない
（一部の窓飲み改修した場合）は記入できません。



P2 住宅ローン減税・増改築をした場合

該当しないページは、空欄で差し支えありません。

低炭素住宅の認定があるときのみ記載しま
す。ない場合、記載しません。

住宅性能評価書の取得があるときのみ記載
できます。ない場合、記載しません。

増改築による⾧期優良住宅認定があるとき
のみ記載します。ない場合、記載しません。



１：第1号工事
・既存屋根の全体改修
（屋根材の葺き替え、下葺材、野地板の交換）

２：第3号工事
①居室（洋室8畳、和室4.5畳、各室の収納）、
LDK及び納戸の床・壁の全面改修と、以下の工事
・LDKの間取りを撤去し１部屋に改修、キッチンセットを交換
・和室4.5畳を洋室に改修し、壁の押し入れを収納へ変更
・居室とLDKの窓の交換（断熱改修）８カ所

②浴室、便所および洗面室の床・壁の全面改修とあわせて以下の工事
・便器の交換
・洗面室の洗面台交換
・ユニットバス交換
・給排水設備の交換

３：第5号工事
・廊下に手すり（80CM）設置 2カ所

6,000,000

P3 住宅ローン減税・増改築をした場合

500,000
5,500,000

住宅ローン（増改築）の工事内容を記載するページ
は以上です。P22以降へ進んでください。

実際にかかった費用（税込）を記入します。

（下記の金額は、あくまでも例示です。）

補助金等の額は、交付決定通知などで確認できる、
交付されることが確定した額を記入します。

行った工事の内容を、対象であることがわかるよう具
体的に記入します。
（記載している内容は、あくまでも例示です。）



証明 家子

東京都

東京都中央区 0-00-000

令和X ○ ×

P22 住宅ローン減税・増改築をした場合

株式会社 証明建築士事務所

一級建築士事務所
○○年 ○月×日
99-9999

印鑑は、認印でもかまいません

一級建築士

00000

←証明書を作成・発行した日



P23 住宅ローン減税・増改築をした場合

建築士事務所に属する建築士の方が証明
する場合は、本ページは記入不要です。


